
利用料金等 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該短期入所生活介護が法定代理受 

領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

（１） サービス利用料金（１日あたりの自己負担１割のめやす）   

    下記の利用料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金か

ら介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）及び食事に要する費用・住居に要

する費用の合計金額をお支払い下さい。 

１．ご利用者の要介護

度とサービス利用

料金 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

個 室 ６，０３０ ６，７２０ ７，４５０ ８，１５０ ８，８４０ 

多床室 ６，０３０ ６，７２０ ７，４５０ ８，１５０ ８，８４０ 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 

個 室 ５，４２７ ６，０４８ ６，７０５ ７，３３５ ７，９５６ 

多床室 ５，４２７ ６，０４８ ６，７０５ ７，３３５ ７，９５６ 

３．サービス利用に係 

る自己負担額（１－２） 

個 室   ６０３   ６７２   ７４５   ８１５   ８８４ 

多床室   ６０３   ６７２   ７４５   ８１５   ８８４ 

４．食材 

  料費 

第１段階 ３００ 

第２段階  ６００ 

  第３段階 ① １，０００ 

  第３段階 ② １，３００ 

第４段階 １，４４５ 

５．滞在費 

（居住費） 

第１段階 
個 室 ３８０ 

多床室 ０ 

第２段階 
個 室 ４８０ 

多床室 ４３０ 

第３段階 

①・② 

個 室 ８８０ 

多床室 ４３０ 

第４段階 
個 室 １，２３１ 

多床室 ９１５ 

６．自己負 

担額合計 

（３＋４＋５） 

第１段階 
個 室 １，２８３ １，３５２ １，４２５ １，４９５ １，５６４ 

多床室   ９０３   ９７２ １，０４５ １，１１５ １，１８４ 

第２段階 
個 室 １，６８３ １，７５２ １，８１５ １，８９５ １，９６４ 

多床室 １，６３３ １，７０２ １，７７５ １，８４５ １，９１４ 

第３段階 

① 

個 室 ２，４８３ ２，５５２ ２，６２５ ２，６９５ ２，７６４ 

多床室 ２，０３３ ２，１０２ ２，１７５ ２，２４５ ２，３１４ 

第３段階 

② 

個 室 ２，７８３ ２，８５２ ２，９２５ ２，９９５ ３，０６４ 

多床室 ２，３３３ ２，４０２ ２，４７５ ２，５４５ ２，６１４ 

第４段階 
個 室 ３，２７９ ３，３４８ ３，４２１ ３，４９１ ３，５６０ 

多床室 ２，９６３ ３，０３２ ３，１０５ ３，１７５ ３，２４４ 



（サービスの利用料金は、ご利用者の所得階層・要介護度に応じて異なります。）単位：円 

（一定以上所得者は、利用者負担が２割または３割になります。介護保険負担割合証によ

り異なります。 

 

（２）その他介護給付サービス加算 

 加  算 
加算料金 

（１日あたり） 
加算条件 

A 

サービス体制

強化加算（Ⅰ） 
  ２２ 

サービス体制強化加算（Ⅰ） 

介護福祉士が８０％以上配置されている場合。 

１０年以上の勤続年数がある介護福祉士が３

５％以上配置されている場合。 

サービス体制強化加算（Ⅱ） 

介護福祉士が６０％以上配置されている場合。 

サービス体制強化加算（Ⅲ） 

介護福祉士が５０％以上配置されている場合。 

常勤の職員が７５％以上配置されている場合。 

７年以上の勤務年数がある者が３０％以上配置

されている場合。 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）のいずれか算定出来る。 

サービス体制

強化加算（Ⅱ） 
  １８ 

サービス体制

強化加算（Ⅲ） 
   ６ 

B 
夜勤職員配置

加算 
  １３ 

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基

準を１名以上上回っている場合。 

C 

看護体制加算

（Ⅰ） 
   ４ 常勤の正看護師を１名以上配置している場合。 

看護体制加算

（Ⅱ） 
   ８ 

看護職員を常勤換算法で入所者数が２５又はそ

の端数を増すごとに１名以上配置されている場

合であり当該事業所の看護職員により病院・診

療所・訪問看護ステーションの看護職員との連

携により２４時間の連絡体制を整えている場

合。 

D 送迎加算 １８４ 
居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送

迎を行う場合。 

E 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

所定単位数に 

１４．０％乗じ

た単位数 

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位

数に加算率を乗じた単位数をご負担頂きます。 

但し、当該加算は、区分支給限度額基準額の算

定対象から除外となります。  

介護職員処遇 

改善加算Ⅱ 

所定単位数に 

１３．６％乗じ

た単位数 

 



 
介護職員処遇 

改善加算Ⅲ 

所定単位数に 

１１．３％乗じ

た単位数 

同上 

 


